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法
律
制
定
の
経
緯

科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会

が
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
産
生
を
、
罰
則

を
伴
う
法
律
に
よ
り
禁
止
す
べ
き
と
結

論
し
た
こ
と
等
を
受
け
、
政
府
は
、

「
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
案
」
を
平
成
十

二
年
四
月
に
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
審
議
時
間

が
十
分
確
保
で
き
な
い
な
ど
の
理
由
か

ら
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
な
く
審

議
未
了
廃
案
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

後
、
同
法
案
は
人
ク
ロ
ー
ン
胚は
い

等
の
母

胎
移
植
の
禁
止
に
対
す
る
罰
則
を
強
化

し
て
、
同
年
秋
の
臨
時
国
会
に
再
提
出

さ
れ
、
十
一
月
三
十
日
に
成
立
し
、
十

二
月
六
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）。

法
律
の
目
的

こ
の
法
律
は
、ク
ロ
ー
ン
技
術
等
が
、

そ
の
用
い
ら
れ
方
に
よ
っ
て
は
、
①
特

定
の
人
と
同
一
の
遺
伝
子
構
造
を
有
す

る
人
（
い
わ
ゆ
る
ク
ロ
ー
ン
人
間
）
若

し
く
は
②
人
と
動
物
の
い
ず
れ
で
あ
る

か
が
明
ら
か
で
な
い
個
体
（
い
わ
ゆ
る

人
と
動
物
の
キ
メ
ラ
個
体
又
は
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
個
体
）
を
つ
く
り
出
し
、
又
は
③

こ
れ
ら
に
類
す
る
個
体
（
こ
こ
で
想
定

し
て
い
る
の
は
、
人
工
的
な
一
卵
性
多
児
、

一
部
に
ヒ
ト
の
要
素
を
持
つ
動
物
等
）
の

人
為
に
よ
る
生
成
を
も
た
ら
す
お
そ
れ

が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
人
の
尊
厳
の
保

持
、
人
の
生
命
及
び
身
体
の
安
全
の
確

保
並
び
に
社
会
秩
序
の
維
持
に
重
大
な

施策
の
紹介

ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
の
概
要

科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会
に
お
け
る
結
論
に
基
づ
い
て
、

我
が
国
に
お
い
て
も
平
成
十
二
年
十
一
月
に
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
産
生
を
禁
止
す
る

「
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
法
律
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
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影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
前
記
①
及
び
②
の
産
生
に

つ
な
が
る
胚
を
人
又
は
動
物
の
胎
内
に

移
植
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も

に
、
前
記
①
、
②
及
び
③
の
産
生
に
つ

な
が
る
胚
の
作
成
、
譲
受
及
び
輸
入
を

規
制
し
、
そ
の
他
当
該
胚
の
適
正
な
取

扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
及
び
国
民
生

活
と
調
和
の
と
れ
た
科
学
技
術
の
発

展
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

法
律
の
ス
キ
ー
ム

本
法
律
に
は
以
下
の
二
つ
の
枠
組
み

が
あ
り
ま
す
。

１
　
ク
ロ
ー
ン
人
間
等
の
産
生
の

禁
止

ク
ロ
ー
ン
人
間
等
を
産
み
出
す
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
等

を
人
又
は
動
物
の
胎
内
に
移
植
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
﹇
第
三
条
﹈。

こ
の
規
定
の
違
反
に
対
し
て
は
、
十

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
一
千
万
円
以

クローン技術規制法のスキーム�

○人クローン胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止（違反には刑罰）�
○人クローン胚等の適正な取扱いの確保のための措置�
　（胚の取扱いに関する指針の作成、取扱前の届出・実施制限・計画変更命令、�
　　立入検査・措置命令等―違反には刑罰）�

体細胞を取り出して培養する�

すでに存在する人と同じ遺伝子の人が生まれる�

未受精卵�

除核未受精卵�
核を取り出す�

体細胞核�

核移植�

研 究�

クローン胚�

出 産�

成 長�

胎内へ移植�

（例）成体の体細胞の核移植による人クローン個体の産生�
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下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
が
併
科
さ
れ
ま

す
﹇
第
十
六
条
﹈。

２
　
人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
の
適
正
な

取
扱
い
の
確
保
の
た
め
の
措
置

人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
を
扱
う
研
究
は
、

医
療
へ
の
革
新
的
な
貢
献
が
期
待
さ
れ

る
一
方
で
、
個
体
の
産
生
に
至
る
と
人

の
尊
厳
の
保
持
等
に
重
大
な
影
響
を
与

え
か
ね
な
い
と
い
う
二
面
性
を
持
つ
も

の
で
す
。

こ
の
法
律
で
は
、
研
究
を
含
む
人
ク

ロ
ー
ン
胚
等
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、

急
速
に
進
む
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
の
進

展
へ
の
対
応
や
、
高
度
に
専
門
的
で
あ

る
研
究
の
規
制
及
び
そ
の
ル
ー
ル
の
策

定
に
お
け
る
科
学
者
な
ど
の
参
画
の
必

要
性
と
い
っ
た
点
を
勘
案
し
、
文
部
科

学
大
臣
が
、
総
合
科
学
技
術
会
議
の
意

見
を
聴
取
し
て
指
針
を
作
成
し
、
そ
の

適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
文
部
科
学
大
臣
が
、
総
合
科
学
技
術

会
議
の
意
見
を
聴
い
て
、
人
ク
ロ
ー

ン
胚
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
を

策
定
﹇
第
四
条
﹈

・
人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
の
取
扱
い
に
お
け

る
指
針
の
遵
守
義
務
﹇
第
五
条
﹈

・
人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
の
取
扱
い
者
の
文

部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
義
務
﹇
第
六

条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
﹈

・
届
出
の
受
理
後
六
十
日
間
（
期
間
を

短
縮
す
る
こ
と
は
可
能
）
の
人
ク
ロ

ー
ン
胚
等
の
取
扱
い
の
実
施
制
限

﹇
第
八
条
﹈

・
文
部
科
学
大
臣
は
、
指
針
に
適
合
し

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
計
画
変
更

命
令
、
措
置
命
令
等
を
行
う
こ
と
が

可
能
﹇
第
七
条
及
び
第
十
二
条
﹈

・
届
出
を
し
た
者
に
対
す
る
記
録
の
作

成
及
び
保
存
義
務
﹇
第
十
条
﹈

・
人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
の
作
成
に
用
い
ら

れ
た
胚
又
は
細
胞
の
提
供
者
の
個
人

情
報
の
漏
洩
ろ
う
え
い

の
防
止
そ
の
他
適
切
な

管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
の
努
力
義
務
﹇
第
十
三
条
﹈

・
文
部
科
学
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
、

報
告
聴
取
及
び
立
入
検
査
を
行
う
こ

と
が
可
能
﹇
第
十
四
条
及
び
第
十
五

条
﹈

・
届
出
違
反
、
命
令
違
反
等
を
行
っ
た

者
に
対
し
て
最
高
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
﹇
第
十
七

条
〜
第
十
九
条
﹈

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
六
か
月
を
経
過
し
た
日
（
平
成
十

三
年
六
月
六
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

ク
ロ
ー
ン
人
間
等
の
産
生
の
禁
止
に
関

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
日
か
ら

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
の
適
正
な
取
扱
い

の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

見
直
し

本
法
は
、
三
年
以
内
に
、
ヒ
ト
受
精

胚
の
人
の
生
命
の
萌
芽
ほ
う
が

と
し
て
の
取
扱

い
の
在
り
方
に
関
す
る
総
合
科
学
技
術

会
議
等
に
お
け
る
検
討
の
結
果
を
踏
ま

え
、
ま
た
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
を
取
り

巻
く
社
会
状
況
や
技
術
の
進
展
に
対
応

し
つ
つ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
ク
ロ
ー
ン
胚
等
の
取
扱
い

に
関
す
る
指
針

本
法
第
四
条
に
定
め
る
人
ク
ロ
ー
ン

胚
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
に
つ
い

て
は
、
今
後
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
基
本
的
考

え
方
に
つ
い
て
は
、
生
命
倫
理
委
員
会

ヒ
ト
胚
研
究
小
委
員
会
の
報
告
書
に
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
す
べ
て
の
人
ク
ロ
ー

ン
胚
等
の
母
胎
へ
の
移
植
の
禁
止
、
人

ク
ロ
ー
ン
胚
等
を
用
い
る
こ
と
の
で
き

る
研
究
の
内
容
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
等

を
用
い
る
必
要
性
・
妥
当
性
の
要
求
、

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（
十

分
な
説
明
を
受
け
た
上
で
の
自
由
意
思
に

よ
る
同
意
）
の
適
切
な
取
得
、
売
買
の

禁
止
等
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
予

定
で
す
。

（
文
部
科
学
省
）
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